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＜コラム 県内自治体における取組＞ 
県内の自治体において実施されている先進的な取組を紹介します。これらの取組を参考に、

地域の実情に応じて、積極的な取組が実施されることが期待されます。 

１．  千葉市の取組 

【千葉市医師会医療担当理事 中村 眞人 医師】 

  日本では、毎年数万人が突然死で亡くなっています。愛する家族が亡くなる、こんな

辛いことはありません。これらの突然死から、人を救うにはどうしたら良いのでしょう

か。 

心停止後に助かる可能性は、心停止からＡＥＤによる電気ショックまでの時間が１分

遅くなるごとに７～１０％低下します。つまり、心停止から１０分経ったらほとんど助

かりません。１１９番通報後に、救急車が現場に到着するのが平均で約８分と言われて

います。つまり、人を助けるためにはバイスタンダーＣＰＲ（現場に居合わせた人が救

急蘇生をすること）が不可欠です。ということは、バイスタンダーＣＰＲが出来る人が

増えないと心停止した人を助けることは出来ないということになります。 

ところで、心停止からの救命率は、ほとんどの大都市で１０％以下ですが、アメリカ

シアトル市では４０％前後です。つまり、心停止の場所で人の生死の確率が決まってし

まうのです。そのような事が、許されて良いのでしょうか？もし、皆さんの最愛の家族

が運悪く亡くなってもみなさんは納得できるでしょうか？また、防災対策の面からも、

救急蘇生の心得は必要です。日本のような地震大国では、東日本大地震や熊本地震のよ

うな大地震がいつ我が身に降りかかってくるか予測がつきません。そのような大災害の

状況では、多くの人が被災し命の危険にさらされます。そうなると、全ての人が救急蘇

生を出来ないと、人の命を助けることが出来ません。 

以上のことから、千葉市医師会は、最愛の人が決して不慮の死に至らない安心して暮

らせる千葉市を作るべく、２０１０年より「千葉市を日本のシアトルに！」構想を、下

記の３つの勇気を合い言葉に開始しました（図１）。 

（１）倒れている人がいたら声をかける勇気 

（２）その人の意識がなかったら、大きな声で助けを呼ぶ勇気 

（119番通報、AEDとたくさん人を呼ぶように依頼） 

（３）AEDが来たら、自分でショックボタンを押す勇気 
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この構想はいのちを守る文化を作る活動で、その中心は「いのちを守る推進プラン」

です（図２）。我々はこの活動を千葉市だけで無く、千葉県全体に広げたいと思っていま

す。そして、千葉県の価値を高める活動につながって行くことを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜図１＞シアトル化構想 

＜図２＞命を守る教育推進プラン 



3 

 

２．  船橋市の取組～船橋まちなかAEDステーション事業～ 

【船橋市健康福祉局 健康・高齢部 健康政策課】 

（１）概要 

船橋市では、従前よりAEDを設置してきた市の公共施設等に加え、市民による救命

の機会を広げるためにAEDを設置する施設として、市内に多数存在するコンビニエン

スストアに着目しました。 

そして、平成 25 年度より、24 時間営業のコンビニエンスストアのうち、協力が得

られた店舗にAEDを設置することにより、曜日や時間帯に関わらず、まちなかでいつ

でもAEDを使用することを可能とし、安全・安心なまちづくりに寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）設置台数 

   ２１５店舗 ２１５台（平成２９年４月１日時点） 

（３）ＡＥＤを設置していることの明示 

ＡＥＤを設置している店舗には、店舗の出入口付近や売り場に以下のステッカーを

貼付し、ＡＥＤが設置してあることを店舗の外や中にいる市民にわかりやすく示して

います。 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜店舗外向け（出入口付近に貼付）＞ ＜店舗内向け（売り場に貼付）＞ 
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３．  松戸市の取組 

【松戸市消防局】 

松戸市は、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの一環として、市民生活の身近

にある２４時間営業のコンビニエンスストア及びガソリンスタンド（松戸市危険物安全

協会加入事業所）１５２店舗にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し、市民がいざと

いう時に利用することができる事業を平成２８年１０月１日から開始しました。 

 

松戸市消防局では、平成１６年７月

からＡＥＤの一般市民の使用が認めら

れるようになったことを契機として、

平成１７年から、市の施設や学校、駅、

デパート、工場などの事業所を対象と

してＡＥＤの設置を促進するととも

に、一刻を争う心肺停止者に速やかな

救命処置ができるようＡＥＤを市民に

利用させていただく「松戸市救急救命

ネットワーク事業」を展開しています。 

しかし、市民が利用できるのは、主

に事業所が開業している時間帯であ

り、現実的には、いつでもＡＥＤを利

用できる環境とは言い難い状況でし

た。 

 

 

そのため、市民が安全で安心して暮らせる環境づくりをめざす一環として、市民生活

の身近にある２４時間営業のコンビニエンスストアやガソリンスタンド（松戸市危険物

安全協会加入）１５２店舗に松戸市負担のＡＥＤを設置して「１年中２４時間」ＡＥＤ

を利用できる環境の整備を図る「松戸市ＡＥＤ設置拡充事業」を平成２８年１０月１日

から開始しました。 

 

＜図１ ポスター＞ 
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平成２８年１０月１日現在、「松戸市救急救命ネットワーク事業」にご参画いただいて

いる事業所は４８５事業所、市民が利用できるＡＥＤは６３７台となり、うち、１５２

事業所、ＡＥＤ１５２台が「松戸市ＡＥＤ設置拡充事業」として「１年中２４時間」Ａ

ＥＤの利用が可能となっています。 

松戸市負担により導入したＡＥＤについては、音声ガイドに加えて、本体の液晶画面

にイラストとメッセージが表示されるため、「見て・聞いて」操作方法が分かりやすくな

っており、ＡＥＤの操作に慣れていない方や耳が不自由な方、また、音声ガイドが聞き

取りにくい場所や大規模災害発生時の停電などの暗い場所においても救命活動ができ

るよう、操作する方に優しいＡＥＤとなっています。 

今回の「松戸市ＡＥＤ設置拡充事業」により、市民が「１年中２４時間」ＡＥＤを利

用できる環境が拡充し、更なる市民のＡＥＤ使用の機会が高まり、結果として更なる市

民の救命に繋がるものと期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図２ コンビニエンスストア＞ ＜図３ ガソリンスタンド＞ 


